
空き店舗の整備費用を
補助します！

新規でお店をオープンする⽅必⾒！

TEL�099-216-1322
Mail：san-syogyo@city.kagoshima.lg.jp

⿅児島市�産業⽀援課�商業サービス業係

⼩売業

令和７年度創業者テナントマッチング事業

補助対象経費

⿅児島市の中⼼市街地や団地核にある空き店舗への新規出店に対する
補助制度です。詳しい要件等は裏⾯をご確認ください。

飲⾷業

補助率等
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市ホームページ



募 集 期 間

対 象 者

対 象 業 種

対 象 空 き 店 舗 等

◆⿅児島市が主催する創業に関するセミナー等を修了し、かつ⼀定の要件を満たす⽅

 

    �○各セミナー等の詳細は募集要項をご確認ください
    �○空き店舗の賃貸借契約を締結する前にご相談ください
   � ○過去に同事業による補助⾦を受けた⽅は対象外です

� 対 象 業 種

⿅児島市が主催する創業に関するセミナー等の修了者が中⼼市街地や団地核
の空き店舗を活⽤して新規開業する場合、空き店舗の整備に要する経費の⼀
部を補助するものです。

◆⼩売業、飲⾷業及びサービス業

◆直接持参⼜は郵送（簡易書留）で申請してください

◆第１次募集 令和７年 ４⽉１⽇（⽕）∼  ５⽉３０⽇（⾦）
◆第２次募集 令和７年 ７⽉１⽇（⽕）∼  ８⽉２９⽇（⾦）
◆第３次募集 令和７年１０⽉１⽇（⽔）∼ １１⽉２８⽇（⾦）

※上記以外にも要件等があります。詳しくは市ホームページ掲載の募集要項を必ず
 ご確認ください。

創 業 者 テ ナ ン ト マ ッ チ ン グ 事 業 と は

◆建物の前⾯道路から内部の状況が容易に確認でき、かつ直接出⼊りできる、原則、１階部分
 の店舗⽤の物件
♦３ヶ⽉以上継続して商業活動の⾏われていないもの
♦空き店舗において⾏う事業は、原則、６時間以上営業するもので、１⽉当たりの開業⽇数が
 20⽇以上であること


